
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ディジタル信号に対して所定の領域に誤り訂正符号を付加し、
上記誤り訂正符号の所定の領域の一部を特定の情報に置換し、
上記所定の領域の一部を特定の情報に置換した誤り訂正符号が付加されたディジタル信号
を記録媒体に記録する
ことを特徴とする信号記録方法。
【請求項２】
上記特定の情報に誤り訂正符号を付加することを特徴とする請求項１記載の信号記録方法
。
【請求項３】
上記特定の情報と当該特定の情報に対する誤り訂正符号とを複数の所定の単位に分散して
記録することを特徴とする請求項２記載の信号記録方法。
【請求項４】
ディジタル信号に対して所定の領域に誤り訂正符号を付加し、
上記誤り訂正符号の所定の領域の一部を特定の情報に置換し、
上記所定の領域の一部を特定の情報に置換した誤り訂正符号が付加されたディジタル信号
を送信する
ことを特徴とする信号送信方法。
【請求項５】
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所定の領域 が付加されたディジタル信号を受
信し、
上記誤り訂正符号の復号化前に、上記誤り訂正符号と上記特定の情報とを抽出する
ことを特徴とする信号受信方法。
【請求項６】
上記ディジタル信号に施された暗号化を、上記特定の情報を用いて復号化することを特徴
とする請求項５記載の信号受信方法。
【請求項７】
上記抽出された特定の情報と、予め用意されている参照情報とを比較し、上記特定の情報
と参照情報とが一致したときは受信を行い、一致しないときは受信を禁止することを特徴
とする請求項５記載の信号受信方法。
【請求項８】
ディジタル信号に対して所定の領域に誤り訂正符号を付加する誤り訂正符号化手段と、
上記誤り訂正符号の所定の領域の一部を特定の情報に置換する特定情報置換手段と、
上記所定の領域の一部を特定の情報に置換した誤り訂正符号が付加されたディジタル信号
を送信する送信手段と
を有することを特徴とする信号送信装置。
【請求項９】
所定の領域 が付加されたディジタル信号を受
信する受信手段と、
上記誤り訂正符号が付加されたディジタル信号の当該誤り訂正符号を復号化する誤り訂正
復号化手段と、
上記誤り訂正復号化手段での上記誤り訂正符号の復号化前に、上記誤り訂正符号と上記特
定の情報とを抽出する特定情報抽出手段と
を有することを特徴とする信号受信装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、記録媒体にディジタル信号を記録する信号記録方法、ディジタル信号を送信す
る信号送信方法及び装置、並びに送信されたディジタル信号を受信する信号受信方法及び
装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、例えばディジタル映像信号やディジタル音響信号、コンピュータプログラムデ
ータのような信号（以下、単にディジタル信号と呼ぶ）を、例えば記録媒体に記録したり
、情報伝送媒体に伝送するような場合には、これらディジタル信号に対して誤り検出符号
と誤り訂正符号を付加することが行われている。
【０００３】
このため、例えば上記ディジタル信号が記録された記録媒体を再生する場合には、当該記
録媒体から読み出された信号に対して上記誤り検出符号を用いた誤り検出処理と上記誤り
訂正符号を用いた誤り訂正処理とを施すことで、上記ディジタル信号の再生が行われてい
る。同様に、伝送媒体を介したディジタル信号を受信する場合には、当該伝送媒体を介し
て供給された信号に対して上記誤り検出符号を用いた誤り検出処理と上記誤り訂正符号を
用いた誤り訂正処理とを施すことで、上記ディジタル信号の受信が行われている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、近年は、ディジタル映像信号やディジタル音響信号、さらにはコンピュータプ
ログラムデータ等のディジタル信号が記録された記録媒体として、光学的に再生されるも
の、具体的には音楽用のいわゆるコンパクトディスク（ＣＤ）や当該ＣＤ規格のディスク
をデータ用の再生専用メモリとして使用するＣＤ－ＲＯＭ等が、全世界に普及しており、
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また、最近は次世代の記録媒体として、いわゆるディジタルビデオディスク（ＤＶＤ）も
規格化が進められている。
【０００５】
ここで、上述のようなＣＤやＣＤ－ＲＯＭ或いはＤＶＤ等の記録媒体に記録された信号を
読み取り、上述したような誤り訂正処理等を施して上記ディジタル信号の全てを再生し、
例えばハードディスク等の記録再生可能な記録媒体にコピーし、その後、当該ハードディ
スク等にコピーしたディジタル信号を、ＣＤやＣＤ－ＲＯＭ或いはＤＶＤ等のエンコード
システムに供給して、新たな別のＣＤやＣＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ等を作成すれば、元のオリ
ジナルのディジタル信号と全く同じディジタル信号がコピーされたＣＤやＣＤ－ＲＯＭ，
ＤＶＤ等を作製することができる。
【０００６】
このようにして次々に新たな記録媒体を作製すると、当該記録媒体に記録されているディ
ジタル信号が、元のオリジナルのディジタル信号であるのか、或いは不法にコピーされた
ディジタル信号であるのかが区別できないことになる。もちろん、この問題は、上記ＣＤ
やＣＤ－ＲＯＭ等のディスク状の記録媒体に限らず、テープ状の記録媒体や、その他の記
録媒体であっても同様に発生する。
【０００７】
したがって、記録媒体に記録されている信号がオリジナルのディジタル信号か又はコピー
されたディジタル信号かを特定でき（すなわち履歴を知ることができる）、さらに、不法
にディジタル信号がコピーされた記録媒体については再生不能にできることが望まれてい
る。これは伝送媒体を介する信号においても同様であり、当該伝送媒体を介して供給され
た信号がオリジナルのディジタル信号か又はコピーされたディジタル信号であるのかを特
定でき、不法にコピーされたディジタル信号の伝送を阻止できることが望まれている。
【０００８】
なお、記録媒体の所定のエリアに、当該記録媒体にはオリジナルのディジタル信号が記録
されているものであること、或いはコピーされたディジタル信号が記録されているもので
あることを示す情報を記録することは、従来より行われているが、ディジタル信号自体が
オリジナルのディジタル信号であるか又はコピーされたディジタル信号であるかを特定で
きる手法は未だ存在していない。同じく、伝送媒体を介したディジタル信号自体が、オリ
ジナルのディジタル信号であるか又はコピーされたディジタル信号であるかを特定できる
手法も、未だ存在していない。
【０００９】
そこで、本発明はこの様な実情に鑑みてなされたものであり、記録媒体に記録或いは伝送
媒体に伝送された信号がオリジナルのディジタル信号であるか又はコピーされたディジタ
ル信号であるかを特定でき、さらに不法なコピーがなされているときには再生不能にした
り伝送を阻止可能な信号記録方法、信号送信方法及び装置、並びに信号受信方法及び装置
を提供することを目的とする。
【００１０】
一方、従来より、上記ディジタル信号を例えば記録媒体に記録したり情報伝送媒体に伝送
する場合において、これらディジタル信号と同時或いは付随して別の異なる情報（以下、
単にディジタル情報と呼ぶ）を記録或いは伝送するようなときには、一般に、記録フォー
マット或いは伝送フォーマット上で、上記ディジタル信号に与えられる領域と上記ディジ
タル情報に対して与えられる領域とを分けるようにすることが多い。
【００１１】
すなわち、上記ディジタル信号と上記ディジタル情報とを例えば記録媒体に同時に記録す
る場合には、上記ディジタル信号が格納される領域と上記ディジタル情報が格納される領
域とを分けるようになされている。同様に、上記ディジタル信号とディジタル情報を伝送
媒体にて同時に伝送する場合には、上記ディジタル信号が伝送される領域（例えば時間領
域や周波数領域）と上記ディジタル情報が伝送される領域とを分けるようになされている
。
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【００１２】
ここで、上述したように、上記ディジタル信号の格納領域と上記ディジタル情報の格納領
域とを分けたとしても、これらディジタル信号及びディジタル情報は共に同じディジタル
データとして扱われるものである。このため、これらディジタル信号及びディジタル情報
を実際に記録媒体に記録或いは伝送媒体に伝送する際には、これらディジタル信号及びデ
ィジタル情報に対して共通した誤り検出符号及び誤り訂正符号を付加する等の処理がなさ
れる。したがって、上述の記録媒体に記録されたディジタル信号及びディジタル情報を再
生する場合や、伝送媒体にて伝送されたディジタル信号及びディジタル情報を受信する場
合には、上記共通した誤り検出符号及び誤り訂正符号を用いた誤り検出及び誤り訂正処理
が行われ、これにより上記ディジタル信号及びディジタル情報の再生や受信が可能になっ
ている。
【００１３】
ところで、近年は、上記ディジタル映像信号やディジタル音響信号のような大量のデータ
を、１個或いは少数の記録媒体に記録したり、高速且つリアルタイムに伝送できることが
望まれている。すなわち、例えば映画のように連続した内容からなるディジタル信号が多
数の記録媒体に分割して記録されていたりすると、当該映画を鑑賞する際にはこれら複数
の記録媒体を交換しながら再生しなければならなくなるので、当該ディジタル信号を少数
（好ましくは１個）の記録媒体に記録することが望まれている。同様に、これらディジタ
ル信号を伝送するような場合において、例えば当該ディジタル信号の伝送速度が遅いと、
不自然な動画像になったり、音が途切れたりするようなことが起きるので、高速且つリア
ルタイムに伝送できることが望まれている。
【００１４】
ところが、上記記録媒体の記録容量は限られており、また伝送媒体の伝送容量及び伝送速
度も限られたものである。このようなことから、上述したようにディジタル信号と同時に
ディジタル情報をも記録或いは伝送するようなことは、上記記録容量や伝送容量，伝送速
度の点から望ましくない。しかし、上記ディジタル情報が特に重要な情報である場合には
、記録又は伝送しなければならない。
【００１５】
そこで、本発明はこの様な実情に鑑みてなされたものであり、ディジタル映像信号やディ
ジタル音響信号のようなディジタル信号と共に別のディジタル情報を記録や伝送する時に
、記録容量や伝送容量，伝送速度に与える影響を少なくして、このディジタル情報を記録
或いは伝送することができる信号記録方法、信号送信方法及び装置、並びに信号受信方法
及び装置を提供することをも目的とする。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
本発明の信号記録方法は、ディジタル信号に対して所定の領域に誤り訂正符号を付加し、
誤り訂正符号の所定の領域の一部を特定の情報に置換し、所定の領域の一部を特定の情報
に置換した誤り訂正符号が付加されたディジタル信号を記録媒体に記録することにより、
上述の課題を解決する。
【００１８】
また、本発明の信号送信方法及び装置は、ディジタル信号に対して所定の領域に誤り訂正
符号を付加し、誤り訂正符号の所定の領域の一部を特定の情報に置換し、所定の領域の一
部を特定の情報に置換した誤り訂正符号が付加されたディジタル信号を送信することによ
り、上述の課題を解決する。
【００１９】
また、本発明の信号受信方法及び装置は、所定の領域の一部を特定の情報に置換した誤り
訂正符号が付加されたディジタル信号を受信し、誤り訂正符号の復号化前に、誤り訂正符
号と特定の情報とを抽出することにより、上述の課題を解決する。
【００２０】
すなわち、本発明によれば、ディジタル信号の誤り訂正符号の一部を置換することで特定
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の情報を当該ディジタル信号と共に記録又は伝送できるようにし、また再生又は受信時に
はこの誤り訂正符号の一部から抽出することで当該特定の情報を抽出できるようにしてい
る。したがって、上記特定の情報を前記オリジナル又はコピーの何れかを示す情報とすれ
ば、記録媒体に記録或いは伝送媒体に伝送された信号がオリジナルのディジタル信号であ
るか又はコピーされたディジタル信号であるかを特定でき、さらに不法なコピーがなされ
ているときには再生不能にしたり伝送を阻止できるようになる。
【００２１】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の好ましい実施の形態について図面を参照にしながら説明する。
【００２２】
先ず、例えばディジタル映像信号やディジタル音響信号或いはコンピュータプログラムデ
ータ（以下、単にディジタル信号と呼ぶ）と共に、これらディジタル信号に対して別の異
なる特定のディジタル情報（以下、特に識別情報と呼ぶ）を付加して記録媒体に記録する
方法と、この記録媒体から上記ディジタル信号と共に上記識別情報を再生する方法を説明
する。
【００２３】
図１には、上記ディジタル信号を記録媒体上に記録する際の１単位であるセクタのデータ
フォーマットの一例を示す。
【００２４】
すなわち、この図１において、上記セクタは、横方向に２フレーム、縦方向に１４フレー
ムが配置され、全体として２８フレームで構成されている。なお、この図１に示すフレー
ムとは、同期信号（シンク）が挿入されている単位であり、図１の例では、先頭に２バイ
トの同期信号が配置され、それに続いて８５バイトのデータ領域が配置されることによっ
て当該１フレームが構成されている。
【００２５】
上記セクタのうち、データ領域の先頭の２０バイトはヘッダとされており、当該ヘッダに
続く２ｋバイト（２０４８バイト）の領域には所定のデータ（ユーザデータ）が配置され
る。なお、上記ユーザデータは、上記ディジタル映像信号やディジタル音響信号或いはコ
ンピュータプログラムデータ等である。また、このセクタには、上記２ｋバイトのユーザ
データのエラーを検出するための符号である４バイトのＥＤＣ（エラー・ディテクション
・コード）が配置されている。
【００２６】
さらに、当該セクタのうち、図中の水平方向に並ぶ２つのフレームの右端には、８ビット
のパリティＣ１と１４ビットのパリティＣ２が配置されている。これらは、エラー訂正符
号であり、それぞれ２フレームの１７０バイトのデータに対して設定されている。Ｃ１系
列は、図中の横方向（水平方向）の２フレームのデータに対して設定される。これに対し
て、Ｃ２系列は、Ｃ１系列とはインターリーブされた形で符号化される。すなわち、Ｃ２
系列は、図の左上から右下方向に（斜め方向に）、１７０バイトのデータに対して設定さ
れている。
【００２７】
ここで、本発明実施例では、上記セクタのパリティの一部を置換することによって、上記
識別情報を上記ディジタル信号に付加するようにしている。但し、当該パリティの一部を
置換する際には、パリティによる誤り訂正能力の範囲内で行うようにし、識別情報の存在
／不在に拘らずデータの再生に影響を与えないようにする。具体的に言うと、上記１セク
タに対しては、パリティＣ２の１系列当たり（１フレーム当たり）１バイトの合計１４バ
イト分の識別情報を付加するようにしている。すなわち、上記パリティＣ２は、通常１系
列当たり７バイトの訂正能力を持っているので、上述のように１系列当たり１バイト分の
識別情報を付加したとしても、通常の再生においてはなんら支障にならない。
【００２８】
一方、上述したようにパリティに識別情報を付加したセクタデータが記録された記録媒体
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の再生を行う際には、上記パリティを用いた誤り訂正処理を行ってユーザデータを取り出
すと同時に、上記パリティに付加された識別情報の抽出をも行うようにする。
【００２９】
このようなことから、本発明実施例においては、記録媒体の全体の記録情報量を増やさな
くても、上記ディジタル信号と共に上記識別情報を記録することができると共に、当該識
別情報の再生も可能となっている。
【００３０】
なお、上記識別情報を付加したセクタを例えば複数用意し（すなわち冗長度を高め）、記
録媒体に対して例えば繰り返し記録或いは分散して記録するようにすれば、例えば記録媒
体の欠陥などによる識別情報の欠落を防止することが可能となる。ここで、上記記録媒体
が例えばディスク状の記録媒体である場合には、上述のように識別情報を付加した複数の
セクタを、例えば１周分のトラックに記録したり、内周と外周のトラックに分けて記録し
たりすることができる。また、上記ディスク状記録媒体が２層以上の記録層を有するもの
である場合には、上記識別情報を付加した複数のセクタを、各記録層に分けて記録するこ
ともできる。さらに、上記識別情報の欠落防止策としては、当該識別情報自体に誤り訂正
符号を付加するようなことも可能である。このように識別情報自体に誤り訂正符号を付加
する場合には、当該識別情報用に与えられたバイト数が例えば前記１４バイトであるとし
たとき、例えば１０バイトを識別情報自体に割り当て、残りの４バイトを誤り訂正符号に
割り当てるようなことができる。また、識別情報自体に誤り訂正符号を付加し、これをデ
ィスク状の記録媒体に分散して記録することも可能である。この場合には、例えばトラッ
ク１周分につき１０セクタが記録可能であるとしたとき、当該１０セクタの各識別情報に
割り当てられる例えば１４０バイトのうち、例えば１００バイト分を識別情報に、残りの
４０バイト分を誤り訂正符号に割り当てるようなことができる。なお、識別情報を付加し
たセクタは、当該識別情報を付加しない場合よりも誤り訂正能力が低下するため、当該識
別情報を付加したセクタのユーザデータ領域には有用な情報を入れないようにし、ユーザ
データの安全性に与える影響を少なくすることも可能である。また、上記識別情報として
は、例えば後述するような媒体の複製履歴情報や伝送内容の伝送履歴情報、暗号鍵情報等
を挙げることができる。
【００３１】
次に、図２には、上述したようにパリティの一部を置換することで上記識別情報をディジ
タル信号に付加して記録媒体に記録できる、本発明の第１の具体例の信号記録装置の構成
を示す。
【００３２】
図２において、入力端子１１には、例えば前記ディジタル音響信号やディジタル映像信号
或いはコンピュータデータ等のディジタル信号が供給される。また、端子１０には、当該
ディジタル信号に付加して記録媒体に記録される前記特定のディジタル情報、すなわち上
記識別情報が供給される。上記ディジタル信号はインターフェイス回路１２を介してセク
タ化回路１３に送られ、上記識別情報は当該インターフェイス回路１２を介して後述する
識別情報置換回路２３に送られる。
【００３３】
上記セクタ化回路１３では、上記ディジタル信号を所定データ量単位、例えば図１に示し
たような２０４８バイト単位にセクタ化し、当該セクタ化により得られたセクタデータと
、当該セクタに対応するセクタアドレスとを出力する。
【００３４】
上記セクタデータ及びセクタアドレスはスクランブル処理回路１４に送られる。当該スク
ランブル処理回路１４では、上記セクタデータに対して上記セクタアドレスを用いたスク
ランブル処理を施す。なお、このスクランブル処理回路１４では、上記セクタアドレスを
用いたスクランブル処理として、同一バイトパターンが連続して表れないように、すなわ
ち同一パターンが除去されるように、入力データをランダム化して信号を適切に読み書き
できるようにすることを主旨としたランダム化処理を行う。当該スクランブル処理回路１

10

20

30

40

50

(6) JP 3580041 B2 2004.10.20



４の構成及び動作については後述する。
【００３５】
上記スクランブル処理回路１４にてスクランブル処理（或いはランダム化処理）されたデ
ータと上記セクタアドレスとは、ヘッダ付加回路１５に送られる。このヘッダ付加回路１
５では、上記セクタアドレスなどの情報を含むヘッダデータを各セクタの先頭に配置する
と共に、エラー検出符号である前記ＥＤＣを付加する。このヘッダ付加回路１５の出力デ
ータは、誤り訂正符号化回路１６に送られる。
【００３６】
上記誤り訂正符号化回路１６では、上記セクタ単位のデータに対して、データ遅延及びパ
リティ計算を行い、パリティＣ１及びＣ２の誤り訂正符号を付加する。この誤り訂正符号
化回路１６の出力データは、識別情報置換回路２３に送られる。この識別情報置換回路２
３には、前述したようにインターフェイス回路１２から識別情報も供給されている。
【００３７】
当該識別情報置換回路２３では、上記誤り訂正符号化回路１６から供給されたセクタのパ
リティＣ２の一部を、前述の図１にて説明したように、上記識別情報にて置換して出力す
る。
【００３８】
次段の変調回路１７では、上記識別情報置換回路２３の出力データに対して所定の変調方
式に従った変調を施す。すなわち例えば、上記識別情報置換回路２３から供給された８ビ
ットデータを１６チャンネルビットの変調データに変換するような変調処理を施す。この
変調回路１７から出力された変調データは、同期付加回路１８に送られる。
【００３９】
上記同期付加回路１８では、上記変調回路１７における所定の変調方式の変調規則を破る
いわゆるアウトオブルールのパターンの同期信号を、所定のデータ量単位の変調データに
付加し、駆動回路すなわちドライバ１９に送る。
【００４０】
当該ドライバ１９では、上記同期付加回路１８の出力を所定レベルに増幅し、この増幅さ
れた信号を記録ヘッド２０に送る。
【００４１】
記録ヘッド２０は、レーザ光を用いて例えば光学的あるいは磁気光学的に記録を行うもの
であり、当該記録時には上記ドライバ１９からの上記変調された記録信号に応じてレーザ
光を発し、スピンドルモータ２２により例えば一定の線速度で回転駆動されるディスク状
記録媒体２１上に当該レーザ光を照射することによって上記記録信号に応じたピットを形
成する。
【００４２】
このように、本発明の第１の具体例の信号記録装置においては、ディスク状記録媒体２１
の全体の記録情報量を増やしたり、また記録速度にも影響を与えることなく、上記ディジ
タル信号と共に上記識別情報を記録することが可能となっている。
【００４３】
なお、図２の例では、上記スクランブル処理回路１４をヘッダ付加回路の前段に設けてい
るが、当該ヘッダ付加回路１５の後段に挿入することもできる。このようにヘッダ付加回
路１５の後段にスクランブル処理回路１４を設けた場合には、当該スクランブル処理回路
１４によって上記ヘッダ付加がなされたディジタル信号に対して前述同様のスクランブル
処理を施し、その後当該データを誤り訂正符号化回路１６に送ることになる。また、上記
図２の構成例において、例えば上記識別情報置換回路２３の出力をメモリ等に保存して繰
り返し読み出して前記変調回路１７に送るようなことを行えば、前述したように、上記識
別情報を付加した複数のセクタをディスク状記録媒体２１に記録することが可能となる。
さらに、上記図２の構成において、上記識別情報に対して前述したように誤り訂正符号の
付加を行うようにすることも可能である。この場合は、例えばインターフェイス回路１２
から出力された識別情報を誤り訂正符号化回路１６に送り、この誤り訂正符号化回路１６
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にて上記識別情報に対して誤り訂正符号を付加し、この誤り訂正符号が付加された識別情
報を、前記誤り訂正符号が付加されたセクタデータと共に上記識別情報置換回路２３に送
るようにする。このときの識別情報置換回路２３では、上記セクタデータのパリティＣ２
の一部を上記誤り訂正符号が付加された識別情報に置換する。
【００４４】
また、上記識別情報を付加したセクタは、例えばユーザがアクセス不能な領域、例えば通
常の再生装置では再生できない負のアドレスとして表されるトラック等に記録することも
可能である。このようにすれば、識別情報の改竄に対して秘匿性を高めることが可能とな
る。
【００４５】
次に、図３には、上記第１の具体例の信号記録装置によって記録がなされた上記ディスク
状記録媒体２１から、データを再生する本発明の第２の具体例の信号再生装置の構成を示
す。
【００４６】
この図３において、上記ディスク状記録媒体２１はスピンドルモータ１１１により回転駆
動され、光学ピックアップ等の再生ヘッド１１２によって当該ディジタル状記録媒体２１
から記録内容が読み取られる。
【００４７】
再生ヘッド１１２により読み取られた信号は、２値化回路１１３にて２値のディジタルデ
ータに変換され、同期分離回路１１４に送られる。この同期分離回路１１４では、前記図
２の同期付加回路１８で付加された同期信号の分離が行われる。同期分離回路１１４から
出力されたディジタルデータは、復調回路１１５に送られ、ここで上記図２の変調回路１
７での変調処理に対応する復調処理が施される。この復調処理は、具体的には１６チャン
ネルビットを８ビットのデータに変換するような処理である。この復調回路１１５からの
ディジタルデータは、誤り訂正復号化回路１１６と後述する識別情報抽出回路１３０とに
送られる。
【００４８】
上記誤り訂正復号化回路１１６では、図２の誤り訂正符号化回路１６での符号化の逆処理
としての復号化処理が施される。すなわち、当該誤り訂正復号化回路１１６では、上記デ
ィスク状記録媒体２１の欠陥や上記再生ヘッド１１２における読み取りのエラーなどによ
って発生した誤りを訂正する処理が行われる。
【００４９】
ここで、この誤り訂正復号化回路１１６に供給されたデータには、前記図１に示したよう
にパリティＣ２内に前記識別情報が含まれている。しかし、当該誤り訂正復号化回路１１
６にて上記誤り訂正復号化処理を行うことで、上記識別情報は失われ、したがって、当該
誤り訂正復号化回路１１６からの出力データには上識別情報が含まれないことになる。
【００５０】
上記誤り訂正復号化回路１１６の出力データは、セクタ分解回路１１７によりセクタに分
解され、ヘッダ分解回路１１８により各セクタの先頭部分のヘッダが分離される。これら
のセクタ分解回路１１７及びヘッダ分解回路１１８は、上記図２のセクタ化回路１３及び
ヘッダ付加回路１５に対応するものである。
【００５１】
上記ヘッダ分解回路１１８の出力データはデスクランブル処理回路１１９に送られる。こ
のデスクランブル処理回路１１９では、上記ヘッダ分解回路１１８の出力データに対して
、上記図２のスクランブル処理回路１４におけるスクランブル処理の逆処理としてのデス
クランブル処理を施す。このデスクランブル処理回路１４の出力データは、インターフェ
イス回路１２０を介して、前記ディジタル信号として端子１２１から出力されることにな
る。
【００５２】
一方、上記識別情報抽出回路１３０では、上記復調回路１１５の出力データ（誤り訂正の
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復号化処理前のデータ）から前記識別情報を抽出する。すなわち、当該識別情報抽出回路
１３０では、前記セクタのパリティに付加されて前記ディスク状記録媒体２１に記録され
た上記識別情報を取り出す。
【００５３】
当該取り出された識別情報は、インターフェイス１２０に送られ、このインターフェイス
１２０を介して端子１２２から出力される。
【００５４】
このように、本発明の第２の具体例の信号再生装置においては、前記図１に示したような
セクタデータが記録されたディスク状記録媒体２１から、前記ディジタル信号を再生でき
ると共に、識別情報をも再生できる。
【００５５】
なお、前述したように、上記識別情報を付加した複数のセクタをディスク状記録媒体２１
に記録した場合には、図３の信号再生装置にてこれらセクタのうちいずれか一つのセクタ
の識別情報のみを取り出すことができれば、記録媒体の欠陥などによる識別情報の欠落を
防止することが可能となる。また、前述したように、識別情報自体に誤り訂正符号が付加
されている場合には、上記識別情報抽出回路１３０にて上記復調回路１１５の出力データ
から上記誤り訂正符号が付加された識別情報を抽出し、この誤り訂正符号が付加された識
別情報を例えば誤り訂正復号化回路１１６に送るようにする。このときの誤り訂正復号化
回路１１６では、上記復調回路１１５からの出力データに対する誤り訂正処理と同時に、
上記誤り訂正符号が付加された識別情報に対しても誤り訂正処理を施す。当該誤り訂正復
号化回路１１６での処理にて得られた識別情報は、上記インターフェイス回路１２０に送
られることになる。さらに、上記識別情報を付加したセクタが、ユーザのアクセス不能な
領域として例えば前記負のアドレスとして表されるトラック等に記録されている場合、当
該図３の信号再生装置は当該負のアドレスのトラックをも再生できるものとなる。
【００５６】
ところで、上記図２の信号記録装置と図３の信号再生装置とは１対１に対応しており、図
２の信号記録装置では上記ディスク状記録媒体２１に対してディジタル信号を記録する際
に上記識別情報を付加して記録し、一方、図３の信号再生装置では上記ディスク状記録媒
体２１からディジタル信号を再生する際に上記識別情報をも取り出すようにしている。
【００５７】
ところが、上記図３に示した本発明の第２の具体例の信号再生装置のような識別情報抽出
回路１３０を備えていない通常の信号再生装置にて、上記ディスク状記録媒体２１を再生
した場合、当該通常の信号再生装置の誤り訂正復号化回路から出力されるデータには上記
識別情報が含まれず、このためインターフェイス回路からはディジタル信号のみが出力さ
れることになる。したがって、例えば上記識別情報抽出回路１３０を備えない通常の信号
再生装置にて上記ディスク状記録媒体２１を再生して得たディジタル信号を、例えば前記
図２に示した本発明の第１の具体例の信号記録装置のような識別情報置換回路２３を備え
ない通常の信号記録装置にて別のディスク状記録媒体にコピーしたとすると、当該ディス
ク状記録媒体には前記識別情報が付加されていないディジタル信号のみが記録されること
になる。
【００５８】
このようなことから、上記ディスク状記録媒体から再生されたディジタル信号に上記識別
情報が付加されているか否かを検出すれば、当該ディスク状記録媒体に記録されているデ
ィジタル信号が、上述した本発明の第１の具体例の信号記録装置によって記録されたもの
か否か、及び、本発明の第１の具体例の信号記録装置によって記録されたディスク状記録
媒体を上記通常の信号再生装置によって再生し、この通常の信号再生装置にて再生された
ディジタル信号を更に上記通常の信号記録装置によってコピーしたものか否かを、判定す
ることが可能となる。さらに、このようにディスク状記録媒体に記録されているディジタ
ル信号の判定が可能になれば、例えば、本発明の第１の具体例の信号記録装置によって記
録されたディスク状記録媒体のみ再生できるようにし、逆に、上記通常の信号記録装置に
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よって記録されたディスク状記録媒体の再生はできないようにすることも可能である。
【００５９】
また、上述した本発明の第１の具体例の信号記録装置によってディスク状記録媒体に記録
される識別情報として、例えば上記ディジタル信号がオリジナルの信号であることを示す
情報やコピーされた信号であることを示す情報等の記録の履歴情報を用いるようにすれば
、当該ディスク状記録媒体から再生されたディジタル信号に付加されている履歴情報の内
容を検出することで、上述同様に当該ディスク状記録媒体に記録されたディジタル信号が
上記オリジナルの信号であるのか又はコピーされた信号であるのかを特定でき、さらには
何回コピーされた信号であるかも特定できることになる。このようにディスク状記録媒体
に記録されているディジタル信号がオリジナルの信号であるか又はコピーされた信号であ
るのかを特定できれば、例えばオリジナルの信号のみ再生できるようにしたり、コピーさ
れた信号は再生できないようにしたり、さらにはコピーの回数を制限したりすることが可
能となる。
【００６０】
以下に、上記ディスク状記録媒体２１からデータを読み出し、この読み出したデータに含
まれる前記パリティＣ２から、前記図１にて示したような識別情報が付加されている位置
から情報を抽出し、この抽出した情報に基づいて、当該ディスク状記録媒体２１から読み
出されたデータがオリジナルのディジタル信号であるか又はコピーされた信号であるのか
を特定し、例えばオリジナルの信号であるときには再生を行い、逆にオリジナルの信号で
ないとき、すなわちコピーされた信号であるときには再生できないようにする第３の具体
例の信号再生装置について、図４を用いて説明する。なお、図４の構成において、前記図
３と同じ動作を行う構成要素については、それぞれ図４と同一の指示符号を付し、それら
の詳細な動作説明は省略する。
【００６１】
図４において、上記ディスク状記録媒体２１が前記図２に示した本発明の第１の具体例の
信号記録装置によって記録がなされたものである場合、前述したように当該ディスク状記
録媒体２１から読み出されたデータには前記識別情報が付加されていることになる。ただ
し、このときの識別情報はディジタル信号がオリジナルであるときにはその旨を示す情報
となり、また、コピーされた信号であるときにはその旨を示す情報となる。これに対して
、上記ディスク状記録媒体２１が本発明の第１の具体例の信号記録装置にて記録がなされ
たものでない場合、すなわち前記通常の信号記録装置にて記録がなされたものである場合
や、本発明の第１の具体例の信号記録装置によって記録されたディスク状記録媒体を前記
通常の信号再生装置によって再生し、この通常の信号再生装置にて再生されたディジタル
信号を更に前記通常の信号記録装置によってコピーしたものである場合には、当該ディス
ク状記録媒体２１から読み出されたディジタル信号に前記識別情報は付加されていないこ
とになる。
【００６２】
この図４に示す第３の具体例の信号再生装置の識別情報抽出回路１３０は、上記復調回路
１１５の出力データに含まれる前記パリティＣ２のうちの、前記図１にて示したような識
別情報が付加されている位置から情報を抽出し、この抽出した情報を比較回路１３３に送
る。なお、当該識別情報抽出回路１３０において、前記パリティＣ２のうちの上記識別情
報が付加されている位置から情報を抽出できなかったときには、例えばその旨を示す情報
を出力するか若しくは何も出力しないようにすることもできる。
【００６３】
また、上記比較回路１３３には、参照識別情報抽出回路１３１からの参照識別情報も供給
されている。この参照識別情報は、ＲＯＭ１３２内に予め用意されているものであり、例
えば前記オリジナルのディジタル信号に対して付加される識別情報と同一の内容を有する
ものである。すなわち、上記参照識別情報抽出回路１３１は、上記ＲＯＭ１３２の読み出
し制御を行い、当該ＲＯＭ１３２から読み出した上記参照識別情報を上記比較回路１３３
に送るようにしている。
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【００６４】
上記比較回路１３３では、上記識別情報抽出回路１３０からの出力情報と上記参照識別情
報抽出回路１３１からの参照識別情報とを比較し、その比較結果をＣＰＵ１３４に送る。
【００６５】
上記ＣＰＵ１３４では、上記識別情報抽出回路１３０の出力情報と上記参照識別情報抽出
回路１３１からの参照識別情報との比較結果が一致しているか否かを判定し、一致してい
ないことを示す場合には、インターフェイス回路１２０を制御して再生情報（ディジタル
信号）が外部に出力されることを阻止し、一致している場合には再生情報（ディジタル信
号）を外部に出力させる。すなわち、上記識別情報抽出回路１３０の出力情報が上記参照
識別情報と一致していないと言うことは、上記ディスク状記録媒体２１に記録されていた
ディジタル信号が、例えば前記図２に示した本発明の第１の具体例の信号記録装置にてコ
ピーした信号、或いは本発明の第１の具体例の信号記録装置ではなく前記通常の信号記録
装置にて記録又はコピーした信号であることを意味している。したがって、当該第３の具
体例の信号再生装置では、上述したように、上記比較結果が一致していない時には上記Ｃ
ＰＵ１３４が上記インターフェイス回路１２０からの出力を停止させることによって、上
記ディジタル信号が再生されることを阻止するようにしている。一方、識別情報抽出回路
１３０の出力情報と上記参照識別情報とが一致していると言うことは、ディスク状記録媒
体２１に記録されていたディジタル信号がオリジナルの信号であることを意味している。
したがって、上記信号再生装置では、上記比較結果が一致している時には上記ＣＰＵ１３
４が上記インターフェイス回路１２０からディジタル信号を出力させるようにしている。
【００６６】
上述したようなことを行うことで、本発明の信号記録装置及び信号再生装置によれば、オ
リジナルのディジタル信号が記録されたディスク状記録媒体のみを再生でき、したがって
、例えば不法にコピーされたディジタル信号が記録されたディスク状記録媒体の再生を防
止できると共に、当該不法にコピーされたディジタル信号がさらにコピーされることを防
止できることになる。
【００６７】
なお、上述の例では、オリジナルのディジタル信号を示す識別情報が付加されたディスク
状記録媒体のみ再生可能とし例を挙げたが、上記識別情報を前述したような記録の履歴情
報とした場合には、例えば１回だけはコピーを可能とし、２回目以降のコピーを禁止する
ようなことも可能である。このように１回目のコピーを行う場合には、図２に示した本発
明の第１の具体例の信号記録装置においてディジタル信号に付加する識別情報の内容を、
前記オリジナルであることを示す信号に代えて上記１回目のコピーであることを示す情報
とする。また、当該１回目のコピーであることを示す識別情報が記録されたディスク状記
録媒体２１を再生する本発明の第３の具体例の信号再生装置では、上記ＲＯＭ１３２に用
意する参照識別情報を、前記オリジナルの信号であることを示す識別情報及び上記１回目
のコピーであることを示す識別情報にそれぞれ対応するものとし、ＣＰＵ１３４では、こ
れら識別情報と参照識別情報の比較結果が一致したときのみインターフェイス回路１２０
を制御してディジタル信号を出力させるようにする。なお、上記１回目のコピーを行う際
には、上述のように図２に示す本発明の第１の具体例の信号記録装置においてディジタル
信号に付加する識別情報の内容を前記オリジナルであることを示す信号に代えて、１回目
のコピーであることを示すものに変更することになるが、これを実現するためには、上記
オリジナルの信号を再生する上記図４の信号再生装置において上記識別情報抽出回路１３
０が抽出した識別情報を前記図３の信号再生装置のようにインターフェイス回路１２０を
介して外部に出力し、当該識別情報を上記図２の信号記録装置に送る必要がある。このよ
うに、信号再生装置からオリジナルの信号であることを示す識別情報が供給された図２の
信号記録装置は、当該オリジナルであることを示す識別情報を上記１回目のコピーである
ことを示す識別情報に変更し、前記識別情報置換回路２３にてディジタル信号に付加する
ようなことを行う。このように図２の信号記録装置において上記識別情報の変更を行う部
分は、インターフェイス回路１２或いは識別情報置換回路２３の何れであっても良い。上
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述同様のことから、上記識別情報として記録の履歴情報を用いるようにすれば、上記コピ
ーの回数を上記１回に限らず任意の回数に設定することも可能となり、また、何回コピー
がなされたかの履歴を知ることも可能となる。
【００６８】
上述した本発明の第３の具体例の信号再生装置では、前記参照識別情報を装置内部のＲＯ
Ｍ１３２内に設定している例を挙げたが、当該参照識別情報はディスク状記録媒体毎に設
けるようにすることができる。このようにディスク状記録媒体毎に真正性（オリジナル性
）を証明するための参照識別情報を変えるようにすれば、識別情報の改竄に対する安全性
の向上が図れるようになる。
【００６９】
このような上記参照識別情報を記録する領域としては、例えば図５に示すようなディスク
状記録媒体のＴＯＣ（ｔａｂｌｅ　ｏｆ　ｃｏｎｔｅｎｔｓ）領域を挙げることができる
。
【００７０】
図５において、ディスク状の記録媒体２１は、中央にセンタ孔１０２を有しており、この
ディスク状記録媒体１０１の内周から外周に向かって、プログラム管理領域である上記Ｔ
ＯＣ（ｔａｂｌｅ　ｏｆ　ｃｏｎｔｅｎｔｓ　）領域となるリードイン（ｌｅａｄ　ｉｎ
　）領域１０３と、プログラムデータが記録されたプログラム領域１０４と、プログラム
終了領域、いわゆるリードアウト（ｌｅａｄ　ｏｕｔ）領域１０５とが形成されている。
オーディオ信号やビデオ信号再生用光ディスクにおいては、上記プログラム領域１０４に
オーディオやビデオデータが記録され、このオーディオやビデオデータの時間情報等が上
記リードイン領域１０３で管理される。すなわちこの図５に示すディスク状記録媒体２１
において、上記ＴＯＣ領域となるリードイン領域１０３に上記参照識別情報を記録するこ
とができる。
【００７１】
上述したように参照識別情報をディスク状記録媒体２１のＴＯＣ領域に記録する場合、本
発明の信号記録装置は図６に示す第４の具体例の信号記録装置のような構成となる。なお
、この図６において前記図２と同じように動作する構成要素については当該図２と同一の
指示符号を付して、それらの詳細な動作説明については省略する。
【００７２】
この図６に示す第４の具体例の信号記録装置において、インターフェイス回路２４は、端
子１０に供給された識別情報を前記識別情報置換回路２３に送ると共に、当該識別情報を
前記参照識別情報としてＴＯＣデータ発生回路２５にも送る。当該ＴＯＣデータ発生回路
２５は、上記ＴＯＣ領域に記録するデータに上記参照識別情報を付加して出力する。この
ＴＯＣデータ発生回路２５から出力されたデータは、ドライバ１９に送られ、前記記録ヘ
ッド２０を介してディスク状記録媒体２１の上記ＴＯＣ領域に記録される。
【００７３】
一方、上述したようにディスク状記録媒体２１のＴＯＣ領域に参照識別情報を記録した場
合の信号再生装置は、図７に示す第５の具体例のような構成となる。なお、この図７にお
いて前記図４と同じように動作する構成要素については当該図４と同一の指示符号を付し
て、それらの詳細な動作説明については省略する。
【００７４】
この図７に示す第５の具体例の信号再生装置において、前記ＴＯＣ領域から読み出されて
前記２値化回路１１３で２値化されたディジタルデータは、参照識別情報抽出回路１３５
に送られる。当該参照識別情報抽出回路１３５は、上記２値化回路１１３のディジタルデ
ータから上記参照識別情報を抽出し、前記比較回路１３３に送る。これにより、当該比較
回路１３３では上記識別情報抽出回路１３０にて抽出された情報と上記参照識別情報との
比較が可能となる。これ以降の動作は前記図４と同様である。
【００７５】
なお、上述したように、参照識別情報をディスク状記録媒体２１上に記録するようにした
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場合において、当該参照識別情報が記録されている位置を示す格納場所情報を上記記録媒
体２１上に記録するようなことも可能である。すなわちこの場合の上記格納場所情報は、
上記参照識別情報が記録されている記録媒体２１上の位置を例えばセクタ単位で指示する
ものとなる。当該格納場所情報の記録位置は、例えば前記ＴＯＣ領域、或いはその他の所
定位置にすることができ、例えばＴＯＣ領域に上記格納場所情報を記録する場合には記録
媒体２１のリードイン領域１０３にＴＯＣ情報の一部として記録する。また、この格納場
所情報は、上記記録媒体２１以外の場所に記録することも可能である。このように格納場
所情報を記録するようにした場合には、信号再生時において先ず格納場所情報を読み出し
、この読み出した格納場所情報に基づいて上記参照識別情報を取り出すようにする。した
がって、参照識別情報を取り出すためには格納場所情報を先に読み出さなければならない
ことになり、結果として参照識別情報の改竄に対する安全性の向上を図ることが可能とな
る。
【００７６】
さらに、上記参照識別情報は、前述したようにＴＯＣ領域に記録する場合の他に、例えば
記録媒体２１上の通常のセクタ内すなわちプログラム領域１０４のセクタ内に記録したり
、記録媒体２１上に別の記録形式、例えはバーコード，トラックウォブリング，紫外線等
で記録することも可能である。また、上記参照識別情報を記録媒体２１以外の場所に格納
することも可能であり、例えば、信号再生装置において例えば装置固有の製造番号やＩＤ
番号等を格納するために通常設けられているＥＥＰＲＯＭ内に記憶させたり、さらに、信
号再生装置に接続若しくは内蔵されているＩＣカードやいわゆるＰＣＭＣＩＡ（Ｐｅｒｓ
ｏｎａｌ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｍｅｍｏｒｙ　Ｃａｒｄ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　
Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）　などの情報蓄積装置に蓄積したり、通信インターフェイスを
介してモデム／ＬＡＮなどの通信装置から供給されるもの、或いは、キーボードやリモコ
ン送信装置からリモコン受信手段により外部装置から供給されるものとすることも可能で
ある。このようにすれば、参照識別情報の改竄に対する安全性の向上を図ることが可能と
なる。
【００７７】
なお、図７において、識別情報抽出回路１３０にて抽出した識別情報は、デスクランブル
処理回路１１９に送るようなことも可能である。すなわち、記録媒体２１に記録されたデ
ータが識別情報にてスクランブル処理されているような場合には、当該識別情報を用いて
デスクランブル処理を行うようにする。このように識別情報を用いたスクランブル処理と
これに対応するデスクランブル処理についての具体的な構成及び動作については後述する
。
【００７８】
次に、前記図２に示した本発明の第１の具体例及び前記図６に示した本発明の第４の具体
例の信号記録装置に設けられる前記スクランブル処理回路１４の構成及び動作を説明する
。なお、このスクランブル処理は通常行われている処理である。
【００７９】
前記図２及び図６に示した信号記録装置に使用されるスクランブル処理回路１４には、例
えば図８に示すように、１５ビットのシフトレジスタを用いたいわゆるパラレルブロック
同期タイプのスクランブラを用いることができる。このスクランブラのデータ入力用の端
子３５には、ＬＳＢ（最下位ビット）が時間的に先となる順序、いわゆるＬＳＢファース
トで、上記セクタ化回路１３からのデータが入力される。スクランブル用の１５ビットの
シフトレジスタ４１は、端子３４からのビットクロックに基づいて各レジスタのビットを
順送りするものであり、排他的論理和（ＥｘＯＲ）回路４２を用いて生成多項式ｘ１ ５ ＋
ｘ＋１に従ったフィードバックがかけられ、またこの１５ビットのシフトレジスタ４１に
は、図９に示すようなテーブルから選択されたプリセット値（あるいは初期値）が設定さ
れるようになっている。
【００８０】
図９のプリセット値テーブルの選択番号は、例えばセクタアドレスの下位側４ビットの値
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に対応されており、したがって、上記セクタアドレスの下位側４ビットによってセクタ単
位でプリセット値が切り換えられるようになっている。すなわち、上記図８の構成におい
ては、上記スクランブル処理回路１４の端子３０に前記セクタ化回路１３からセクタアド
レスが供給され、このセクタアドレスは端子３１を介して後段のヘッダ付加回路１５へ送
られると共に、セクタアドレス検出回路３２にも送られる。当該セクタアドレス検出回路
３２では、上記セクタアドレスの下位側４ビットを検出し、当該４ビットをレジスタ３３
に供給する。当該レジスタ２２は、具体的には上記図９に示したプリセット値が格納され
たテーブルであり、上記セクタアドレス検出回路３２から供給される４ビットが、当該プ
リセット値テーブルから何れかのプリセット値を選択する選択信号として供給されるもの
である。上記セクタアドレス検出回路３２からの４ビットに対応して上記レジスタ３３か
ら取り出された１６ビットのプリセット値が、上記シフトレジスタ４１に送られる。
【００８１】
上記シフトレジスタ４１からの出力データと端子３５からの入力データとは、排他的論理
和回路４３により排他的論理和がとられて、端子４４より取り出され、前記図２及び図６
のヘッダ付加回路１５に送られる。
【００８２】
ここで、上述した本発明の第３，第５の具体例の信号再生装置の説明では、これら装置内
のＣＰＵ１３４がインターフェイス回路１２０におけるディジタル信号の出力を制御する
ことで、例えば、オリジナルのディジタル信号が記録されたディスク状記録媒体２１のみ
再生を可能として、コピーされたディジタル信号が記録されたディスク状記録媒体２１に
ついては再生できないようにした例を挙げたが、上記スクランブル処理回路における上記
生成多項式又はプリセット値（初期値）を、前記識別情報に応じて変化させることによっ
て、上述したようなコピーされたディジタル信号の再生を不能にすることを実現すること
も可能である。
【００８３】
すなわち、本発明の信号記録装置のスクランブル処理回路において上記識別情報に基づい
てスクランブル処理のパラメータを変えることによって、上記セクタ化回路１３の出力デ
ータに暗号化処理を施すようにすれば、信号再生装置において識別情報を抽出できないと
きには当該暗号化を解読することができないため、ディジタル信号の再生ができなくなる
。
【００８４】
上述したように識別情報に基づいてスクランブル処理のパラメータを変更する構成は、図
１０に示す第６の具体例の信号記録装置のようになる。なお、この図１０において前記図
２と同じように動作する構成要素については当該図２と同一の指示符号を付して、それら
の詳細な動作説明については省略する。
【００８５】
この図１０において、インターフェイス回路１２から出力された識別情報は、前記識別情
報置換回路２３に送られると共に、スクランブル処理回路２６にも送られる。当該スクラ
ンブル処理回路２６では、当該識別情報に基づいてスクランブル処理のパラメータすなわ
ち上記生成多項式又はプリセット値（初期値）を変更し、上記セクタ化回路１３の出力デ
ータに暗号化処理を施す。なお、上記識別情報に基づいてスクランブル処理のパラメータ
を変更する具体的な構成については後述する。
【００８６】
一方、上述のようにスクランブル処理回路２６にて暗号化処理を施したデータが記録され
たディスク状記録媒体２１を再生する構成は、図１１に示すような第７の具体例の信号再
生装置のような構成となる。なお、この図１１において前記図３と同じように動作する構
成要素については当該図３と同一の指示符号を付して、それらの詳細な動作説明について
は省略する。
【００８７】
この図１１において、前記識別情報抽出回路１３０にて上記復調回路１１５の出力データ
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から抽出された上記識別情報は、デスクランブル処理回路１２２に送られる。当該デスク
ランブル処理回路１２２では、前記ヘッダ分解回路１１８から出力された前記暗号化され
ているデータに対して、上記図１０のスクランブル処理回路２６におけるスクランブル処
理の逆処理としてのデスクランブル処理を施す。これにより、前記図１０の信号記録装置
のスクランブル処理回路２６にて施された暗号化が解読される。このデスクランブル処理
回路１２２の出力データは、前述同様にインターフェイス回路１２０を介して、前記ディ
ジタル信号として端子１２１から出力されることになる。
【００８８】
次に、上記図１０の信号記録装置のスクランブル処理回路２６の具体的構成及び動作につ
いて説明する。
【００８９】
図１２には、上記スクランブル処理回路２６の第１の変形例の構成を示す。なお、この図
１２において前記図８と同じように動作する構成要素については当該図８と同一の指示符
号を付して、それらの詳細な動作説明については省略する。
【００９０】
この図１２に示す第１の変形例のスクランブル処理回路２６は、上記スクランブル処理の
パラメータのうち前記プリセット値（初期値）を上記識別情報に応じて変化させるもので
あり、具体的には、セクタアドレス検出回路３２からの４ビットを識別情報にて論理演算
することで、レジスタ３３から選択されるプリセット値を変化させるようにしている。
【００９１】
この図１２において、端子５０には前記インターフェイス回路１２からの識別情報が供給
される。この識別情報は識別情報検出回路５１に供給される。当該識別情報検出回路５１
は上記識別情報の４ビット、例えば識別情報が４ビット以上にて構成されている場合には
例えば下位側の４ビットが取り出される。当該識別情報から取り出された４ビットは論理
演算回路５２に送られる。当該論理演算回路５２には前記セクタアドレス検出回路３２か
らの４ビットも供給される。この論理演算回路５２では、上記セクタアドレス検出回路３
２からの４ビットに対して、上記識別情報検出回路５１からの４ビットを用いた論理演算
を施し、この演算により得られた４ビットを上記レジスタ３３に供給する。
【００９２】
すなわち、当該図１２に示す第１の変形例のスクランブル処理回路２６では、レジスタ３
３のプリセット値テーブルからプリセット値を選択する際に使用される前記セクタアドレ
ス検出回路３２からの４ビットを、上記識別情報の４ビットにて論理演算することで、上
記プリセット値テーブルから選択されるプリセット値を変更するようにしている。これに
より、当該図１２に示す第１の変形例のスクランブル処理回路２６においては、上記スク
ランブル処理のパラメータを前記識別情報に応じて変化させることが可能となる。なお、
上記論理演算回路５２における論理演算としては、排他的論理和（ＥｘＯＲ）や論理積（
ＡＮＤ　）、論理和（ＯＲ）、シフト演算等を使用できる。
【００９３】
次に、図１３には、上記スクランブル処理回路２６の第２の変形例の構成を示す。なお、
この図１３において前記図１２と同じように動作する構成要素については当該図１２と同
一の指示符号を付して、それらの詳細な動作説明については省略する。
【００９４】
この図１３に示す第２の変形例のスクランブル処理回路２６は、上記スクランブル処理の
パラメータのうち前記プリセット値を上記識別情報に応じて変化させるものであり、具体
的には、レジスタ３３から出力された１６ビットのプリセット値を１６ビットの識別情報
にて論理演算することで上記プリセット値を変化させるようにしている。
【００９５】
この図１３において、端子５０には前記インターフェイス回路１２から１ワードが１６ビ
ットで構成される識別情報が供給される。この識別情報は識別情報検出回路５３に供給さ
れる。当該識別情報検出回路５３は上記識別情報の１６ビットを論理演算回路５４に供給
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する。また、当該論理演算回路５４には前記レジスタ３３のプリセット値テーブルから、
前記セクタアドレス検出回路３２の４ビットにて選択されたプリセット値も供給される。
この論理演算回路５４では、上記レジスタ３３から供給された１６ビットのプリセット値
に対して、上記識別情報検出回路５３から供給された１６ビットを用いた論理演算を施し
、この演算により得られた１６ビットを、前記シフトレジスタ４１へのプリセット値とし
て出力する。
【００９６】
すなわち、当該図１３に示す第２の変形例のスクランブル処理回路２６では、前記セクタ
アドレス検出回路３２の４ビットによってレジスタ３３から選択されたプリセットを、上
記識別情報の１６ビットにて論理演算することで、当該プリセット値を変更するようにし
ている。これにより、当該図１３に示す第２の変形例のスクランブル処理回路２６におい
ては、上記スクランブル処理のパラメータを前記識別情報に応じて変化させることが可能
となる。なお、上記論理演算回路５４における論理演算としては、排他的論理和や論理積
、論理和、シフト演算等を使用できる。
【００９７】
次に、図１４には、上記スクランブル処理回路２６の第３の変形例の構成を示す。なお、
この図１４において前記図１３と同じように動作する構成要素については当該図１３と同
一の指示符号を付して、それらの詳細な動作説明については省略する。
【００９８】
この図１４に示す第３の変形例のスクランブル処理回路２６は、上記スクランブル処理の
パラメータのうち前記プリセット値を上記識別情報に応じて変化させるものであり、具体
的には、レジスタ５７に格納されている前記図９に示した１ワード１６ビットのプリセッ
ト値が１６ワード分集められてなるプリセット値テーブル自体を、同じく１ワード１６ビ
ットで且つ１６ワードからなる識別情報にて論理演算することで変化させるようにしてい
る。
【００９９】
この図１４において、端子５０には前記インターフェイス回路１２から１ワード１６ビッ
トで且つ１６ワードからなる識別情報が供給される。この識別情報は識別情報検出回路５
５に供給される。当該識別情報検出回路５５は上記識別情報の１６ワードを論理演算回路
５６に供給する。また、当該論理演算回路５６にはレジスタ５７のプリセット値テーブル
を構成する１６ワード分のプリセット値も供給される。この論理演算回路５６では、上記
レジスタ５７から供給された１６ワードのプリセット値に対して、上記識別情報検出回路
５５から供給された１６ワードの識別情報を用いた論理演算を施し、この演算により得ら
れた１６ワード分のデータを、上記レジスタ５７へ再格納する。このレジスタ５７からは
、上記セクタアドレス検出回路３２の４ビットに基づいて上記再格納されたプリセット値
テーブルから選択されたプリセット値が出力され、上記シフトレジスタ４１に送られる。
【０１００】
すなわち、当該図１４に示す第３の変形例のスクランブル処理回路２６では、前記レジス
タ５７に格納されていたプリセット値テーブルを、上記識別情報にて論理演算することで
、当該プリセット値テーブル自体を変更するようにしている。これにより、当該図１４に
示す第３の変形例のスクランブル処理回路２６においては、上記スクランブル処理のパラ
メータを前記識別情報に応じて変化させることが可能となる。なお、上記論理演算回路５
６における論理演算としては、排他的論理和や論理積、論理和、シフト演算等を使用でき
る。
【０１０１】
次に、図１５には、上記スクランブル処理回路２６の第４の変形例の構成を示す。なお、
この図１５において前記図１２と同じように動作する構成要素については当該図１２と同
一の指示符号を付して、それらの詳細な動作説明については省略する。
【０１０２】
この図１５に示す第４の変形例のスクランブル処理回路２６は、上記スクランブル処理の
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パラメータのうち前記生成多項式を上記識別情報に応じて変化させるものであり、具体的
には、識別情報に基づいて切換スイッチ４６の各被選択端子を選択することで、上記生成
多項式を変化させるようにしいてる。
【０１０３】
すなわちこの図１５に示す第４の変形例のスクランブル処理回路２６において、端子５０
には前記インターフェイス回路１２から識別情報が供給される。この識別情報は識別情報
検出回路５８に供給される。当該識別情報検出回路５８は上記識別情報の４ビット、識別
情報が４ビット以上にて構成されている場合には例えば下位側の４ビットが取り出される
。当該識別情報から取り出された４ビットは切換スイッチ４６の切換制御信号として出力
される。この切換スイッチ４６の各被選択端子には、１５ビットのシフトレジスタ４１の
各ビット出力が供給されている。当該切換スイッチ４６は上記識別情報検出回路５８から
の４ビットが切換制御信号として供給され、この切換制御信号に応じて選択された被選択
端子の出力が排他的論理和回路４２に送られている。
【０１０４】
このように、当該図１５に示す第４の変形例のスクランブル処理回路２６においては、切
換スイッチ４６の切換制御信号を識別情報の４ビットとすることで、生成多項式ｘ１ ５ ＋
ｘｎ ＋１のｎを変化させることができる。すなわち、上記スクランブル処理のパラメータ
を前記識別情報に応じて変化させることが可能となる。
【０１０５】
次に、図１６には、上記スクランブル処理回路２６の第５の変形例の構成を示す。なお、
この図１６において前記図１５と同じように動作する構成要素については当該図１５と同
一の指示符号を付して、それらの詳細な動作説明については省略する。
【０１０６】
この図１６に示す第５の変形例のスクランブル処理回路２６は、上記スクランブル処理の
パラメータのうち前記生成多項式及びプリセット値を上記識別情報に応じて変化させるも
のであり、具体的には、前述の図１５と同様に識別情報に基づいて切換スイッチ４６の各
被選択端子を選択することで生成多項式を変化させ、セクタアドレス検出回路３２からの
４ビットを識別情報にて論理演算することでレジスタ３３から選択される上記プリセット
値を変化させるようにしている。
【０１０７】
すなわちこの図１６に示す第５の変形例のスクランブル処理回路２６において、端子５０
には前記インターフェイス回路１２からの識別情報が供給される。この識別情報は識別情
報検出回路５９に供給される。当該識別情報検出回路５９は上記識別情報の４ビット、識
別情報が４ビット以上にて構成されている場合には例えば下位側の４ビットが取り出され
る。当該識別情報から取り出された４ビットは論理演算回路６０に送られる。当該論理演
算回路６０には前記セクタアドレス検出回路３２からの４ビットも供給される。この論理
演算回路６０では、上記セクタアドレス検出回路３２からの４ビットに対して、上記識別
情報検出回路５９からの４ビットを用いた論理演算を施し、この演算により得られた４ビ
ットを上記レジスタ３３に供給する。また、この図１６において、上記識別情報検出回路
５９から取り出された４ビットは、前述同様に前記切換スイッチ４６の切換制御信号とし
ても出力される。この切換制御信号に応じて選択された被選択端子の出力が排他的論理和
回路４２に送られている。
【０１０８】
このうよに、当該図１６に示す第５の変形例のスクランブル処理回路２６では、レジスタ
３３のプリセット値テーブルからプリセット値を選択する際に使用される前記セクタアド
レス検出回路３２からの４ビットを、上記識別情報の４ビットにて論理演算することで、
上記プリセット値テーブルから選択されるプリセット値を変更するようにし、さらに、切
換スイッチ４６の切換制御信号を識別情報の４ビットとすることで、生成多項式ｘ１ ５ ＋
ｘｎ ＋１のｎを変化させるようにしている。これにより、当該図１６に示す第５の変形例
のスクランブル処理回路２６においては、上記スクランブル処理のパラメータの生成多項
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式とプリセット値とを前記識別情報に応じて変化させることが可能となる。
【０１０９】
次に、図１７には、上記スクランブル処理回路２６の第６の変形例の構成を示す。なお、
この図１７において前記図１６と同じように動作する構成要素については当該図１６と同
一の指示符号を付して、それらの詳細な動作説明については省略する。
【０１１０】
この図１７に示す第６の変形例のスクランブル処理回路２６は、上記スクランブル処理の
パラメータのうち前記生成多項式及びプリセット値を上記識別情報に応じて変化させるも
のであり、具体的には、１６ビットの識別情報から取り出した４ビットに基づいて前述の
図１６同様に切換スイッチ４６の各被選択端子を選択することで生成多項式を変化させ、
レジスタ３３から出力された１６ビットのプリセット値を１６ビットの識別情報にて論理
演算することで上記プリセット値を変化させるようにしている。
【０１１１】
この図１７において、端子５０には前記インターフェイス回路１２から１ワードが１６ビ
ットで構成される識別情報が供給される。この識別情報は識別情報検出回路６２に供給さ
れる。当該識別情報検出回路６２は上記識別情報の１６ビットを論理演算回路６３に供給
する。また、当該論理演算回路６３には前記レジスタ３３のプリセット値テーブルから、
前記セクタアドレス検出回路３２の４ビットにて選択されたプリセット値も供給される。
この論理演算回路６３では、上記レジスタ３３から供給された１６ビットのプリセット値
に対して、上記識別情報検出回路６２から供給された１６ビットを用いた論理演算を施し
、この演算により得られた１６ビットを、前記シフトレジスタ４１へのプリセット値とし
て出力する。また、この図１７において、上記識別情報検出回路６２から取り出された４
ビットは、前記切換スイッチ４６の切換制御信号としても出力される。この切換制御信号
に応じて選択された被選択端子の出力が排他的論理和回路４２に送られている。
【０１１２】
このように、当該図１７に示す第６の変形例のスクランブル処理回路２６では、前記セク
タアドレス検出回路３２の４ビットによってレジスタ３３から選択されたプリセットを、
上記識別情報の１６ビットにて論理演算することで、当該プリセット値を変更するように
し、さらに、切換スイッチ４６の切換制御信号を識別情報の４ビットとすることで、生成
多項式ｘ１ ５ ＋ｘｎ ＋１のｎを変化させるようにしている。これにより、当該図１７に示
す第６の変形例のスクランブル処理回路２６においては、上記スクランブル処理のパラメ
ータの生成多項式とプリセット値とを前記識別情報に応じて変化させることが可能となる
。
【０１１３】
次に、図１８には、上記スクランブル処理回路２６の第７の変形例の構成を示す。なお、
この図１８において前記図１７と同じように動作する構成要素については当該図１７と同
一の指示符号を付して、それらの詳細な動作説明については省略する。
【０１１４】
この図１８に示す第７の変形例のスクランブル処理回路２６は、上記スクランブル処理の
パラメータのうち前記生成多項式及びプリセット値を上記識別情報に応じて変化させるも
のであり、具体的には、１６ワードの識別情報から取り出した４ビットに基づいて前述の
図１７同様に切換スイッチ４６の各被選択端子を選択することで生成多項式を変化させ、
レジスタ６６に格納されている前記図９に示した１６ワードからなるプリセット値テーブ
ル自体を、１６ワードからなる識別情報にて論理演算することによって変化させるように
している。
【０１１５】
この図１８において、端子５０には前記インターフェイス回路１２から１６ワードからな
る識別情報が供給される。この識別情報は識別情報検出回路６４に供給される。当該識別
情報検出回路６４は上記識別情報の１６ワードを論理演算回路６５に供給する。また、当
該論理演算回路６５にはレジスタ６６のプリセット値テーブルを構成する１６ワード分の
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プリセット値も供給される。この論理演算回路６５では、上記レジスタ６６から供給され
た１６ワードのプリセット値に対して、上記識別情報検出回路６４から供給された１６ワ
ードの識別情報を用いた論理演算を施し、この演算により得られた１６ワード分のデータ
を、上記レジスタ６６へ再格納する。このレジスタ６６からは、上記セクタアドレス検出
回路３２の４ビットに基づいて上記再格納されたプリセット値テーブルから選択されたプ
リセット値が出力され、上記シフトレジスタ４１に送られる。また、この図１８において
、上記識別情報検出回路６４から取り出された４ビットは、前記切換スイッチ４６の切換
制御信号としても出力される。この切換制御信号に応じて選択された被選択端子の出力が
排他的論理和回路４２に送られている。
【０１１６】
このように、当該図１８に示す第７の変形例のスクランブル処理回路２６では、前記レジ
スタ６６に格納されていたプリセット値テーブルを、上記識別情報にて論理演算すること
で、当該プリセット値テーブル自体を変更するようにし、さらに、切換スイッチ４６の切
換制御信号を識別情報の４ビットとすることで、生成多項式ｘ１ ５ ＋ｘｎ ＋１のｎを変化
させるようにしている。これにより、当該図１８に示す第７の変形例のスクランブル処理
回路２６においては、上記スクランブル処理のパラメータの生成多項式とプリセット値と
を前記識別情報に応じて変化させることが可能となる。
【０１１７】
なお、上述したスクランブル処理回路の各変形例のうち、生成多項式を変化させるための
構成は、前述した図１５～図１８の構造に限定されず、シフトレジスタの段数や取り出す
タップ数を任意に変更するものであってもよい。
【０１１８】
前述したように、前記セクタ化回路１３からのセクタデータに対して前述した各スクラン
ブル処理回路２６にて識別情報に基づいた暗号化を施し、この暗号化されたデータを前記
ディスク状記録媒体２１に記録した場合、図１１に示した本発明の第７の具体例の信号再
生装置では、前記識別情報抽出回路１３０にて抽出した識別情報を暗号復号化手段すなわ
ちデスクランブル処理回路１１９に送り、このデスクランブル処理回路１１９にて上記識
別情報を用いた暗号復号化の処理が行われる。
【０１１９】
このように、信号記録時に識別情報を用いた暗号化を行った場合、信号再生時に上記識別
情報を取り出すことができないと、暗号復号化手段では上記暗号化されたデータを正しく
復号できないことになる。すなわち、前記通常の信号再生装置では上記識別情報を取り出
すことができないため、上記暗号化を解くこともできなくなり、再生不能となる。したが
って、不法に記録媒体の複製を行うことができない。また、例えば、上記記録媒体から上
記暗号化された記録データをそのまま取り出して、別の記録媒体にそのまま複製したとし
ても、通常の信号再生装置では再生できないため、当該不法に複製した記録媒体は商品価
値を失い、複製の意味がなくなるので、このことも不法コピーの予防になる。
【０１２０】
次に、上述した各具体例では、記録媒体に対して信号記録及び再生を行う構成について説
明したが、例えば電話回線や光ケーブル，無線電波（地上用のみならず衛星通信用も含む
）等の信号伝送媒体を用いて信号の送信，受信を行う際に、当該送受信信号に前述同様に
して識別情報を付加することも可能である。このように送受信信号に識別情報を付加する
ことでも前述同様の効果を得ることが可能である。
【０１２１】
ここで、上記信号の送受信を行う場合の本発明の具体的な構成例として、例えば電波によ
り送受信を行う構成は、例えば図１９及び図２０のようなものが考えられる。図１９には
本発明の第８の具体例として信号送信装置の構成を、図２０には本発明の第９の具体例と
して信号受信装置の構成を示す。
【０１２２】
図１９に示した本発明の第８の具体例の信号送信装置において、端子２００にはディジタ
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ル映像信号やディジタル音響信号が供給される。当該端子２００に供給された信号は、符
号化回路２０１に送られる。この符号化回路２０１は例えば前述した図２のインターフェ
イス回路１２から誤り訂正符号化回路１６までの構成を有するものであり、当該符号化装
置２０１には前述同様の識別情報置換回路２０２が併設されている。この識別情報置換回
路２０２にて前述同様に誤り訂正符号化された信号に識別情報が付加される。この識別情
報が付加された信号が符号化回路２０１から出力される。この符号化回路２０１からの符
号化信号は、変調回路２０３に送られ、ここで所定のディジタル変調が施された後、例え
ば線形かけ算器からなるミキサ回路２０４に送られる。このミキサ回路２０４には送信周
波数発生回路２０５からの送信搬送周波数信号が供給されており、したがって、当該ミキ
サ回路２０４では、上記送信搬送周波数信号が上記変調回路２０３からの信号により変調
される。当該ミキサ回路２０４から出力された送信周波数帯域の送信信号は、送信アンプ
により所定レベルに増幅され、アンテナ２０７を介して送信される。
【０１２３】
一方、図２０に示す本発明の第９の具体例の信号受信装置では、アンテナ３００により受
信された信号が、受信アンプ３０１により所定レベルに増幅される。この受信アンプ３０
１の出力信号はミキサ回路３０２に送られる。当該ミキサ回路３０２には、受信周波数発
生回路３０３から搬送波と位相同期が取られた受信周波数信号も供給され、したがって、
このミキサ回路３０２では、同期検波により搬送波の変調信号すなわち受信信号が取り出
される。当該ミキサ３０２の出力信号は、復調回路３０４に送られ、ここで送信系の変調
回路２０３により施された変調を復調する処理がなされる。この復調処理により取り出さ
れた信号は、復号化回路３０５に送られ、この復号化回路３０５は変調系の符号化回路２
０１における符号化に対応する復号化処理が行われる。また、当該復号化回路３０５には
前述同様の識別情報抽出回路３０６が併設されており、ここで前述同様にして識別情報が
抽出される。その後、上記復号化回路３０５にて復号化された信号は端子３０７から出力
される。
【０１２４】
また、信号を電話回線や光ケーブル等の伝送路を介して送受信する場合の具体的な構成例
としては、例えば図２１に示すような構成が考えられる。この図２１の端子４００には、
前述同様に識別情報が付加されている例えば前記図２の変調回路１７から出力された信号
が供給される。この端子４００に供給された信号は、送信側の伝送インターフェイス装置
４０１から伝送路４０２に送られ、当該伝送路４０２を介した信号が受信側の伝送インタ
ーフェイス装置４０３を介して端子４０４に送られる。この端子４０４に供給された信号
は、例えば図３の復調回路１１５以降の構成に送られる。
【０１２５】
なお、上述した各具体例にて使用する識別情報としては、前述したようなオリジナルのデ
ィジタル信号かコピーされたディジタル信号かを示す履歴情報や前記暗号化の鍵情報の他
に、製造者ＩＤ，製作者ＩＤ，フォーマッタＩＤ，コピー禁止／許可等のコピー管理情報
等を用いることも可能である。
【０１２６】
また、前記ディジタル信号としては、圧縮符号化された信号を用いることもできる。ディ
ジタル映像信号を圧縮符号化する場合には、例えばＭＰＥＧ（Ｍｏｖｉｎｇ　Ｐｉｃｔｕ
ｒｅ　Ｉｍａｇｅ　Ｃｏｄｉｎｇ　Ｅｘｐｅｒｔｓ　Ｇｒｏｕｐ：蓄積用動画像符号化の
検討組織）にて規格化されたいわゆるＭＰＥＧ２規格の圧縮符号化を施すことができる。
また、ディジタル音響信号を圧縮符号化する場合には、人間の聴覚特性を考慮したいわゆ
るＡＲＴＡＣ（Ａｄａｐｔｉｖｅ　ＴＲａｎｓｆｏｒｍ　Ａｃｏｕｓｔｉｃ　Ｃｏｄｉｎ
ｇ）と呼ばれるような圧縮符号化等を施すことができる。このようにディジタル信号を圧
縮符号化する場合には、前記本発明の各具体例の信号記録装置や信号送信装置に圧縮符号
化手段を設けるようにし、一方、本発明の各具体例の信号再生装置や信号受信装置には当
該圧縮符号化を解くための伸張復号化手段を設けることになる。
【０１２７】
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さらに、上記ディジタル映像信号としては、通常の動画像の信号の他、静止画像、グラフ
ィックス画像、文字等の画像の信号であっても良い。
【０１２８】
また、前記ディスク状記録媒体としては、例えばピットにより記録がなされる光ディスク
、１回のみ記録が可能な光ディスク、書換可能な光磁気ディスクや相変化型光ディスク、
有機色素型光ディスク、紫外線レーザ光により記録がなされる光ディスク、多層記録膜を
有する光ディスク等の各種の光ディスクを用いることができる。その他、記録媒体として
は、ビデオテープ等のテープ状記録媒体や、いわゆるＩＣカードや各種メモリ素子等の半
導体記憶媒体、ハードディスクやフレキシブルディスク等の磁気ディスク媒体を使用する
ことも可能である。
【０１２９】
【発明の効果】
本発明においては、ディジタル映像信号やディジタル音響信号のようなディジタル信号と
共に別の特定の情報を記録や伝送する際に、ディジタル信号に対する誤り訂正符号の所定
の一部を当該特定の情報に置換して記録又は伝送することにより、記録容量や伝送容量、
伝送速度に与える影響を少なくして当該特定の情報を記録又は伝送することが可能となる
。
【０１３０】
また、本発明においては、ディジタル信号に対する誤り訂正符号の所定の一部を当該特定
の情報に置換して記録又は伝送することにより、記録媒体に記録或いは伝送媒体に伝送さ
れた信号がオリジナルのディジタル信号であるか又はコピーされたディジタル信号である
かを特定でき、さらに不法なコピーがなされているときには再生不能にしたり伝送を阻止
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】識別情報が付加されたセクタデータの説明に用いる図である。
【図２】本発明の第１の具体例の信号記録装置の概略構成を示すブロック回路図である。
【図３】本発明の第２の具体例の信号再生装置の概略構成を示すブロック回路図である。
【図４】本発明の第３の具体例の信号再生装置の概略構成を示すブロック回路図である。
【図５】記録媒体の一例としての光ディスク上の記録領域についての説明に用いる図であ
る。
【図６】本発明の第４の具体例の信号記録装置の概略構成を示すブロック回路図である。
【図７】本発明の第５の具体例の信号再生装置の概略構成を示すブロック回路図である。
【図８】本発明の第１，第４の具体例の信号記録装置が備えるスクランブル処理回路の構
成例を示すブロック回路図である。
【図９】スクランブル処理回路が備えるプリセット値テーブルを示す図である。
【図１０】本発明の第６の具体例の信号記録装置の概略構成を示すブロック回路図である
。
【図１１】本発明の第７の具体例の信号再生装置の概略構成を示すブロック回路図である
。
【図１２】本発明の第６の具体例の信号記録装置に設けられるスクランブル処理回路の第
１の変形例の構成を示すブロック回路図である。
【図１３】本発明の第６の具体例の信号記録装置に設けられるスクランブル処理回路の第
２の変形例の構成を示すブロック回路図である。
【図１４】本発明の第６の具体例の信号記録装置に設けられるスクランブル処理回路の第
３の変形例の構成を示すブロック回路図である。
【図１５】本発明の第６の具体例の信号記録装置に設けられるスクランブル処理回路の第
４の変形例の構成を示すブロック回路図である。
【図１６】本発明の第６の具体例の信号記録装置に設けられるスクランブル処理回路の第
５の変形例の構成を示すブロック回路図である。
【図１７】本発明の第６の具体例の信号記録装置に設けられるスクランブル処理回路の第
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６の変形例の構成を示すブロック回路図である。
【図１８】本発明の第６の具体例の信号記録装置に設けられるスクランブル処理回路の第
７の変形例の構成を示すブロック回路図である。
【図１９】本発明の第８の具体例の信号送信装置の概略構成を示すブロック回路図である
。
【図２０】本発明の第９の具体例の信号受信装置の概略構成を示すブロック回路図である
。
【図２１】伝送路を介した送受信の要部構成例を示すブロック回路図である。
【符号の説明】
１１　インターフェイス回路、　１３　セクタ化回路、　１４，２６　スクランブル処理
回路、　１５　ヘッダ付加回路、　１６　誤り訂正符号化回路、　１７　変調回路、　１
８　同期付加回路、　１９　ドライバ、　２０　記録ヘッド、　２１　ディスク状記録媒
体、　２２，１１１　スピンドルモータ、　２３　識別情報置換回路、　３２　セクタア
ドレス検出回路、　３３，５７，６１，６６　レジスタ、　４１　シフトレジスタ、　４
２，４３　排他的論理和回路、　５１，５３，５５，５８，５９，６２，６４　識別情報
検出回路、　５２，５４，５６，６０，６１，６３，６５　論理演算回路、　１１２　再
生ヘッド、　１１３　２値化回路、　１１４　同期分離回路、　１１５　復調回路、　１
１６、誤り訂正復号化回路、　１１７　セクタ分解回路、　１１８　ヘッダ分解回路、　
１１９，１１２　デスクランブル処理回路、　１２０　インターフェイス回路、　１３０
　識別情報抽出回路、　１３１，１３５　参照識別情報抽出回路、
１３２　ＲＯＭ、　１３３　比較回路、　１３４　ＣＰＵ
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】
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